
 

海事訓練学校整備計画【インドネシア】 

 

            施策所管局課 国別開発協力第一課 

        評価年月日 平成 23 年３月 

 

１．案件概要 

（１）供与国名 インドネシア 

（２）案件名 海事訓練学校整備計画 

（３）目的・事業

内容 

＊閣議決定日，供

与条件などを含む 

教育プログラムの改善及び資機材の整備を通じてインドネシア

の船員教育の近代化を支援し，1995 年に改訂された STCW 条約

（1978 年に制定された船員の訓練，資格証明や当直の基準に関

する条約）の船員資格要求を同国船員が満たせるようにし，海上

における人命および財産の安全の向上並びに環境の保全を目指

すもの。 

 

案件の内容 

・ 土木工事 

・ 資機材調達 

・ コンサルティングサービス 

 

 ア 閣議決定日：平成 13 年３月 30 日 

 イ 供与限度額：76.69 億円 

 ウ 金利：0.75％ 

 エ 償還（据置）期間：40(10)年 

 オ 調達条件：二国間タイド 

２．事業の評価 

（１）経緯・現状  ア 社会的ニーズの現状 

1995 年，STCW 条約が SCTW95 に改訂され，それ以降，

STCW95 に準拠した訓練を受けていないと判断された船員の船

員資格が失効するため，STCW95 の船員資格要件を満たすため

の支援を行う本事業の社会的ニーズは引き続き大きい。 

 

 イ 事業遅延に関する経緯・現状 

資機材調達に関する入札において，プロポーザルを提出した



 

のが１社のみであったため，インドネシア側の入札ルールに則し

て再入札となり遅延が生じた。また，バロンボンの商船学校にお

いて，生徒数が予測を上回ったため，当初予定していた教室の改

修では十分に対応できなくなり，新校舎を建設することに計画変

更を行ったため，実施に遅延が生じた。校舎を新築した商船学校

も，2010 年 11 月に竣工し，機材の搬入も完了しており，現在，事

業は順調に進捗している。 

（２）今後の対応

方針 

本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく，事業遅延の要

因は解消され，また，事業完成後は当初の見込み通りの効果が

予測されることから，引き続き支援を継続していく。 

３．政策評価を行

う過程において使

用した資料等 

・交換公文 

・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/anken/zyoukyou.html） 

・国際協力機構の案件検索（http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php） 

・国際協力機構のプレスリリース（http://www.jica.go.jp/press/index.html） 

・国際協力機構の事業事前評価表 

（http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html） 

・その他国際協力機構から提出された資料 

 




